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申出人本人の意思、利益相反
等について、機関事務局と紛
争解決委員が提出書類等で
確認を取りながら、代理人の
適確性を判断。

障害者の代理人要求に際し、
その必要性について丁寧にわ
かり易く、口頭以外の方法（筆
談、コミュニケーションボード
等）などを使い、十分配慮しな
がら理解を深める。

　基本的に申立人の意思が最
優先であることを申立人へ伝
え、調停審議の場では、家族、
知人等を「連絡者」に位置づ
け、「連絡者」には代理権がな
いことを調停委員が確認。

（指定機関から）積極的に申立
人に対して、代理人に委任する
ことを求めるのではなく、申立人
の要望に沿った柔軟な対応を
行っていく。

あっせん委員が事案に係る苦
情処理段階からの情報や申
立人の意向などから、補佐人
等の事情聴取への同席・発言
を許可している（「代理人」とし
て扱っているものではない）。

機関が申立人に代理人を求め
たことはない。

機関が申立人に代理人等を
求めたことはない。
なお、求める場合には、その
理由を丁寧に説明（業務規
程）。

通常、指定機関側から代理人
を求めることはない。

【事務局説明】高齢者・障害者事案への各指定紛争解決機関の対応等

項 目 全国銀行協会 信託協会 生命保険協会 日本損害保険協会 保険オンブズマン 日本少額短期保険協会
証券・金融商品あっせん相談

センター(FINMAC)
日本貸金業協会
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【障害者】
障害者差別解消法の趣旨や
「不当な差別的取扱い」「合理
的配慮」の具体例の機関内浸
透の取組み

③指定機関が申立人に、代理
人等を求める場合の、本人へ
の理由説明、納得を得る方法

認知症サーポーターの認定を
受けた相談員（７名）を配置。

取得させる予定はない。
ユニバーサルマナー検定（８
名）、サービス介助基礎検定（７
名）、認知症サポーター等

（費用対効果を勘案の上、対
応を考えたい。）

①「合理的な配慮」を要する申
立人か否かの判断

②申立人の代理人・支援者等
のＡＤＲ手続への立会等が「本
人の意思・利益」に沿ったもの
とする方法

代理人との関係等を示す書
面をあっせん委員会に提出さ
せ、判断を仰ぐ（業務規程）。

代理人の介助・支援の必要
理由について、紛争解決委
員の承認を経て、本人意思を
確認。
（今後の課題）
代理人と介助者・支援者を（Ａ
ＤＲ手続への関与度合で）峻
別。

本人との関係、代理人としての
資格や能力の確認を電話にて
行う。

・「金融庁対応指針」等高齢者・
障害者に対する対応の徹底
と、業界各社に徹底する」様、
指示があった。（平成28年４月）
・「相談員の知識向上と障害の
ある方の現状を良く知り、その
特性に合った対応」を取るよう、
提言があった。

特段の指摘等はない。

（但し、高齢者事案への対応状
況について、「相談所リポート
（年１回）」等、により、理事会に
報告。）

外部の認知症サポーター研修
等の受講。なお、機関独自の研
修により、必要な配慮を周知・
徹底。

特になし
（今後の課題）
取得を検討。

意思決定機関からの指示や諮
問機関から提言等

①受付手段の多様化

②窓口対応の向上の取組み

③制度の周知

心のバリアフリー推進員養成
講座（1名）、ユニバーサルマ
ナー検定（3名）、相談紛争解
決センター（19名中4名）

認知症サポーター認定
：6名中1名が取得。

苦情処理手続上、代理人選任
には申立人の本人意思確認が
必要。
紛争解決手続における代理人
以外の事情聴取への出席につ
いては、審査会で慎重に判断。

申立人に意思能力がないと認
められる場合に限定。
なお、申立人（親族）に対しては
理由を丁寧に説明。

・あっせん会場に来られない障
害者の事案において、スカイ
プを利用したあっせん実施の
理事提案があった。
・高齢者事案において、補佐
人の同席を「認める場合」と
「認めない場合」を規則化して
はどうか、との有識者提案が
あった。

指示事項等は出ていない。

ＨＰの苦情フォームからメール・
FAX等を選択可。

職員スキルアップ
（専門家を講師とする研修、実
務経験の情報共有）

高齢者にもイメージしやすいイラ
ストを活用した小冊子を作成
中。

（現状実績がないため、利用
者の声を受けて費用対効果
を勘案の上、対応を考えた
い。）

・外部講師（大学教授、全盲の
弁護士）による研修。
・「合理的配慮」事例をあっせん
委員間で共有等。

申立人の特性・事情を常に意識
し対応するよう、日々のミーティ
ング等で周知。

本人の意思確認を補佐人が遮
る様な言動があった際は発言を
控えさせるなど本人の意思、主
張を必ず確認。
家族等からの苦情申出時にも
本人の意思を確認。

基本的に、機関が代理人等を徴
することはない。
ただし、障害の内容等によって
は、本人説明の上、家族に「説
明補助者」として同席を求めるこ
とはある。

28年3月から内部規定策定・
適用し、相談員向けに趣旨説
明。

上記内規で、「相談者・苦情
の申出人の障害の状態等を
勘案」するとしている。

「あっせん委員会運営懇談会
（第三者諮問機関）」が運営態勢
等を半期ごとに検証し、理事会
報告。
　同懇談会からは、一律ではな
く、利用者の属性、事情に応じた
柔軟な対応を行う様、提言が
あった。

なし

・理事会は「障がい者への対
応に係る基本方針」を策定
（平成28年2月）
・ADR運営委員会より「障害
者差別解消法」への対応を
積極的に進めるよう指示が
あった。（平成28年2月）

「高齢者の疾病と事故の境界と
競合について見極めが困難な
こともあり、今後も判例、医学会
等の知識を収集し、紛争解決
委員、業者に対して積極的に提
供していくよう」指示があった。
（平成29年10月）　等

高齢者申立人の家族・知人等
を「連絡者」として伝達を仲介し
てもらう。

国民生活センター、全国の主要
消費者センターに対して当法人
の連絡先を提供。

法の条文をメールで回付、事務
所内に法周知のポスター掲示。
（今後の課題）
・金融庁対応指針に基づいた具
体的な配慮の実施を周知予定。
・今年度内に内部規程等を策
定。

何度説明をしても理解がなされ
ない等の場合、家族や知人等
の連絡者から連絡をもらうこと
としている。

メール、ＦＡＸ、ＨＰ上の専用
フォームの利用可。

職員スキルアップ
研修（障害者対応マニュアル）を
本部・地方で毎年実施。

消費者行政等を介して周知。
（今後の課題）
障害者支援施設や専門家等と
の連携。

・「障害者対応マニュアル」を作
成し、研修を実施（28年度延べ9
回）。
・障がいのある方を講師に招
き、研修、意見交換会。
・差別的取扱いの判断目線の
具体化等について今後検討。

上記マニュアルで、障害の特徴
を例示。配慮の必要性につい
て、担当者間で認識を共有。

電話・封書・来訪のみ可。
（今後の課題）
他の受付手段での対応を検
討

（今後の課題）
資格取得の必要性の検討。

消費者行政機関や交通事故
相談窓口を通じ、ポスター等
を掲示。

内部研修を実施（毎年）。
（29年12月「不当な差別的取
扱い」等の例示も材料に）

本人の特性や理解度に応じ、
明確にわかり易い言葉でゆっ
くり丁寧に説明。要配慮申立
人の再訪を全職員に周知。

機関が代理人を求めるケース
は、未だない。
今後あった際は、相談員が申
出人に理解を得易いよう、ゆっ
くり分かりやすく説明を行う。

電話相談が困難な場合、メー
ル利用可。

言語・聴覚障害者用のコミュニ
ケーションシートを本部窓口に
配置。
有資格者の配置を今後検討。

消費者センターへのパンフ持
込みによる周知を検討中。

障害者対応マニュアルによる
本部・地方研修を予定（29年
度下期）。

匿名相談であっても、申出人
の年齢を確認。翌日、管理者３
名が対応状況を確認。

電話・来訪・書面・メール・FAX
等が可。

職員スキルアップ
・研修（認知症の特性）。
・認知症サポーター認定相談
員を配置。

今後、高齢者・障害者への効
果的な情報周知について、検
討。

・パンフレットの職員・紛争解
決委員向け配布。
・外部講師による研修（28年３
月）。
（今後の課題）
継続的な研修、具体的な事例
紹介。

相談・苦情対応（電話）で、申
出人の話し方等から「配慮」が
必要な者かどうかを注意する
旨を職員研修で周知。

・電話、来社、メール、FAX。
・相談員が訪問等も対応可。

・相手の話をよく聞くこと。
・柔軟な対応を心掛ける。
・説明内容を記載し、利用者に
示し、再確認を励行。

「ほけん相談室レポート」をHP
に掲載。

・勉強会の継続的な実施。
・障害者雇用企業を訪問し、障
害の実態等の留意点を学習。
・「合理的配慮」等の具体的事
例を共有。
（今後の課題）
外部研修等による相談員の知
識向上等。

・相談・苦情の受電時において
配慮が必要かを判断。
・本人からの意思表明（家族等
コミュニケーション支援者・介助
者からの表明を含む）。
・受電時の本人の説明力・理解
力等。

・ＨＰでメール受付可。
・受電時にＦＡＸ等を案内。

（資料２－１）
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※ 「金融庁対応指針」は「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を指す。

・ガイドヘルパーや家族関係
者などの補助者等のサポート
による来訪を提案。
・代理人制度・代筆を提案、読
み上げ等を実施し本人に確認
してもらう等を提案。

行為能力に問題が生じ、かつ
本人の通常判断に問題がある
場合は、ガイドヘルパー・家族
関係者・補助人等の利用を提
案。但し、個別事案毎に事務
局・紛争解決委員と調整し判
断（今後、相談ガイドブックに
記載、相談員研修を予定）。

申立人の意思表明を丁寧に聞
き取り、状況把握した上で、適
切な対応を行う。

取下げの申出等があった場
合、あっせん委員は申立人の
立場に立って、それぞれの不
利益を説明。該当事例は、全
てのあっせん委員が共有。

なし

終了時(和解、不調共に)にア
ンケート用紙と返信用の封筒
を手交。
「手続に対する納得感」等を
より直接的に把握する項目を
追加。

なし

不利益表明の原因・背景を十
分聞き取り、事情により、ほけ
ん相談室から助言ができるこ
と、表明がどのような具体的不
利益に繋がるかを時間をかけ
て説明を行なう。近親者や信頼
できる周辺者にも相談の上、急
がず意思決定をするよう助言。

実績なし
（今後の課題）
今後の推移を見極めた上で、実
態に即した運用を行う予定。

・申立用紙に記載例を丁寧に記
載。
・代理人、連絡者の制度を積極
的に案内。

取下げの意図（交渉のあきらめ
等）を十分に聞き出し、苦情処
理手続であれば「紛争解決手
続」の場を提供している旨を説
明。

・家族等が同行しての来訪が
可能（家族以外の補助者の同
行も容認。）。
・筆談ボードを用いて対応。
・拡大鏡を貸与。

・代理人による手続きが可能。
・本人の状況に応じ、補佐人
の同席を求める。
・記憶能力に支障がある者に
ついては、できるだけ丁寧に
取引当時の模様を確認。

保険金支払い手法が高齢者特
有の発生原因等（※）を把握し
ないまま旧態依然とした対応と
ならないよう監視を行ってゆく予
定。
(※）事例は提出資料（P61）参
照。

不応諾事案、特別調停案の
不受諾事案について、有識
者諮問機関において内容を
検証している。

HPにおいて、金融ADR業務
に関する苦情の受付窓口を
明示・周知している。

特になし

（金融ＡＤＲ部門とは別に）「苦
情処理委員会」を設置し、金融
ＡＤＲ業務に対する苦情を受付
けている。

アンケート記入者を本人に限定
せず。

アンケートの添書に目的を記
載し、理解を求めている。

実績なし

全般的なコミュニケーションが
困難（発達障害等）な事例：
紛争解決委員判断で、和解
案受諾書の提出期限を延
長、再度申立人と面談、和解
案を説明し、和解が成立。

（業務規程上、「公平不偏な
態度を保持」「申出人から事
情を十分に聴きとる等により
申出人の正当な権利を損なう
ことのないように注意」）

取下げ等が明らかに申出人
の不利益になる場合は、取下
げ等の理由を申出人に確認。

事務局担当者が理由等を丁寧
に確認、必要に応じ、紛争解決
委員と協議の上、対応。
再度申立てが可能であること等
を説明。

明確に、分かりやすい言葉
で、ゆっくり、丁寧に、繰り返
し説明しながら、本人の理解
度や意思能力・行為能力の
度合いを都度確認して手続を
進める。

取下げの意思表明があった
場合には、所定の様式によ
り、取下げ理由を提出しても
らう。

申立人の特性に合わせて、代
理人や親族による代筆も検討
しつつ柔軟に対応し、丁寧な
説明に努める。

現在ＨＰに受付窓口案内はして
いないが、当法人に総務担当を
配属していることから、今後は
その担当を専用窓口とし、ＨＰ
へ窓口の掲載を検討中。

ADR業務について苦情を受け
付ける調査部会を設置。

ＨＰ上のメールフォーム、
FAX、手紙等での受け付け可
能。

HP上の告知。

・不調に関しては自由回答欄を
設けている。
・切手を貼付した返信用封筒を
同封。

申立人の特性に合わせ、趣旨
を丁寧に説明し、必要に応じて
相談員が電話にて回答作成の
サポート、電話において直接回
答を承ることも可。
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⑤【高齢者】認知能力・記憶能
力に支障のある申立人への配
慮

④【障害者】申出人の特性を踏
まえた「合理的配慮」等の実践
例

Ⅴ
．
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用
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の
「
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」

の
収
集

⑥申立人自身による不利益表
明（取下げ等）への対応

②金融ＡＤＲ業務に対する苦情
受付に係る工夫

①利用者アンケートの告知手
法、項目等に係る工夫

チェックボックス選択肢と自由
記載欄を設け、質問も簡潔なも
のにしており、イメージ図も記
載。

コンプライアンス部が窓口として
受け付ける態勢。（聴覚障がい
者等用の入力フォーマットも別
途設置）。

各業態の取組み（高齢者・障害
者ガイドライン等）の実効性、業
者・自主規制団体に重点的に
フィードバックすべき事項等

諮問機関等による、業務の適切性
の評価・検証の仕組み、特徴点等

毎年４回、運営審議委員会及
び理事会で業務についての自
己検証を報告し、確認いただ
いている。

個別事案については、紛争解
決委員会に報告し手続業務の
適切性の評価を受けている。

毎年９月および３月、裁定諮問
委員会に、高齢者からの苦情・
紛争解決申立件数、高齢者の
具体的な紛争事案について報
告し、検証している。

苦情事例、紛争事例は有識者を
委員とするあっせん委員会運営
懇談会に全ての事案を報告して
おり、改善事項、指摘事項があ
る場合には対応している。　等

半期に１回の運営委員会（有識
者）にて紛争解決手続の終了
済み全案件を検証して頂いて
いる。（不調事案を中心）

ADR諮問委員会にて、苦情・紛
争解決の結果の質量、不調・離
脱諮問委員へ全案件を報告し
評価いただいている。

具体的事例（高齢者からの苦
情等の実態）を示して、傘下会
社が高齢者一人一人に合わせ
た対応を行うよう、周知徹底し
ている。
ただし、実効性については不明
瞭。

高齢顧客に係る勧誘・販売に
関するガイドライン（日本証券
業協会）に基づく勧誘・販売の
実施を争点としている事例は
ほとんどなく、ＧＬの実効性評
価は困難。

各業者の現状の対応等を把握
した結果を紛争解決委員会に
報告するなどして、適正化に
向けた取組等を今後検討。

苦情事案の一部で「高齢者向
けの生命保険サービスに関す
るガイドライン」が形式的な履行
となっている。
社内ルールの点検、募集人教
育の徹底等を促している。等

高齢者の理解度に応じた対
応が（加入業者において）で
きていないという苦情は見受
けられない。

年２回開催する有識者懇談
会で苦情、紛争、不受理事案
の全案件の内容を報告し、検
証を受けている。　等

・質疑等は「筆談ボード」を用い
ながら対応。
・ゆっくりと大きな声で繰り返し、
分かりやすい言葉で話すととも
に、適宜、申立人が内容を理解
しているかを確認。
・手話通訳者の同席を認める。
・タブレット端末により自宅・施
設等にて実施する。

・丁寧な説明・事情聴取。
・親族等によるサポートを認め
る等柔軟な対応。
・紛争原因発生時における判断
能力を慎重に見極め等。

販売等が、高齢者ガイドライン
に沿った行内ルール等に照らし
て適切であったか等を検討し、
改善等を求め、障害者対応につ
いては各種研修会等を開催。
顧客の個別属性に応じ柔軟な
対応を行うことが重要。

・（状況により）機関相談員によ
る往訪等を検討。
・HPに大活字のADR手続説明資
料を掲載。今後、代筆や補助人
参加を幅広く認める対応を検
討。
・全般的なコミュニケーションが
困難な場合（発達障害等）、家族
等補助人のサポートにより丁寧
な聞き取り。サポート不可の場
合、他の手段を検討。

認知症等により意思能力はない
といった兆候が見受けられる場
合、家族の有無を確認、家族か
ら改めて話を伺う旨を説明。

取下げの意思表明があった場
合、その理由を本人に丁寧に確
認。
基本的には手続継続を勧める
が、最終的には本人の判断を尊
重。

実績なし

・ゆっくりと分かりやすい説明を
心掛け、理解度を反復確認を
する。内容は文書化し、確認を
求める。
・他の相談員・上席者等など複
数の視点で進行中の案件を検
証・共有・修正。


